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計画の
基本方針

公共交通施策



推進方針 本編P35,36

・



公共交通アクセス可能圏域内の
人口の割合（タクシーを除く）

運転免許を持っていない人の
外出回数

市内バス利用者数

バス乗継ぎ等利便向上に向けた
実務者間のダイヤ・ルート検討数

流山ぐりーんバスの収支率
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（令和８年度：令和元年度の約８５％）


